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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第13期

第１四半期累計期間
第14期

第１四半期累計期間
第13期

会計期間
自平成23年７月１日
至平成23年９月30日

自平成24年７月１日
至平成24年９月30日

自平成23年７月１日
至平成24年６月30日

事業収益（千円） － － －

経常損失（千円） 356,095 218,220 1,118,334

四半期（当期）純損失（千円） 356,407 218,532 1,119,584

持分法を適用した場合の投資利益（千

円）
－ － －

資本金（千円） 3,110,803 3,112,919　 3,110,803

発行済株式総数（千株） 2,910 2,920 2,910

純資産額（千円） 1,649,981 682,148 892,680

総資産額（千円） 1,837,963 793,247 1,085,239

１株当たり四半期（当期）純損失金額

（円）
122.46 74.99 384.71

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － －

自己資本比率（％） 89.3 83.6 80.8

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

　　　２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期

（当期）純損失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、下記「(1) 継続企業の前提に関する重要事象等について」の他に、新たな事業等のリ

スクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。　

　

(1) 継続企業の前提に関する重要事象等について

当社が手がける創薬事業は、医薬品として承認された製品の売上による事業収益の計上までに多額の資金と長い

時間を要する等の特色があります。当社は創業以来現時点まで製品の売上による事業収益を計上しておらず、また、

現時点において、医薬品として承認された製品、承認が確実となっている開発品のいずれも有しておりません。現在

開発を進めている医薬品候補化合物は、CBP501については臨床第2相試験の終盤、CBS9106については前臨床試験の

段階にあります。これらの候補化合物の開発が今後順調に進捗し医薬品として承認され事業収益に寄与する保証は

なく、また、順調に進捗した場合にはさらに多額の資金を投入して開発を進める必要があり、この資金の源泉となる

製薬企業等との提携等が必要となるところ、当社は現時点において製薬企業等との提携関係を有しておりません。

この状況により当社には、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

なお、当該状況を解消するための対応策については、「３　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析　(8) 継続企業の前提に関する重要事象等を改善するための対応策について」に記載しております。 

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

なお、当社は、単一セグメント（「医薬品」）により構成されているため、セグメントごとの記載はしておりません。

　　

　　　(1) 業績の状況

　世界の医薬品市場は、先進国を中心とする医療費抑制策や新薬承認審査の厳格化などにより、厳しい市場環境が続

いております。一方で、当社が研究開発に取り組んでいる癌領域については、臨床上の治療満足度が未だ低くアン

メットニーズが大きいため、世界の製薬企業が画期的新薬の開発を目指して研究開発を強化しております。 

　このような状況のもと、当社は、細胞周期におけるG2チェックポイントの阻害に着目した抗癌剤の基礎研究及び臨

床開発に取り組みました。 

　当社の開発パイプライン中で最も先行している化合物CBP501については、CBP501・シスプラチン・ペメトレキセ

ドの3剤併用による悪性胸膜中皮腫を対象とする臨床第2相試験（2008年11月試験開始）ならびに同じ3剤併用によ

る非小細胞肺癌を対象とする臨床第2相試験（2009年6月試験開始）を米国FDAの規制下で進め、両試験ともに試験

の終盤に差し掛かっております。また、2つ目の候補化合物CBS9106についても、臨床試験開始に必要な前臨床試験

（2009年6月試験開始）を完了しました。 

　さらに当社は、これらの2つの候補化合物の開発を推進すると共に、新規候補化合物の創出・開発パイプラインの

拡充に向けて、当社独自の薬剤スクリーニング法による探索研究を実施しております。 

　以上の結果、当第１四半期累計期間の研究開発費については、CBP501臨床試験費用等が減少し、前年同四半期比

119,841千円減少の162,753千円となりました。販売費及び一般管理費は、前年同四半期比若干増加の53,604千円と

なりました。研究開発費と合わせた事業費用は、前年同四半期比117,382千円減少の216,357千円となりました。

　この結果、営業損失は前年同四半期比117,382千円損失減の216,357千円、経常損失は前年同四半期比137,874千円

損失減の218,220千円、四半期純損失は前年同四半期比137,874千円損失減の218,532千円となりました。 

　

　　　(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題  

当第１四半期累計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。　
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　　　(3) 研究開発活動

当社は、正常細胞に影響の少ない抗癌剤が創出され得る有力な候補と考えられるG2チェックポイント阻害の作用

メカニズムに着目し、抗癌剤の研究開発活動を行っております。

当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

当第１四半期累計期間における研究開発費は、CBP501の臨床試験費用等が減少し、前年同四半期比119,841千円減

少の162,753千円となりました。

　

　　　(4) 経営成績に重要な影響を与える要因

当社は、研究開発型ベンチャーであり、将来は当社開発の抗癌剤の上市後において製品売上高の計上により利益

を確保する計画ですが、それまでの先行投資期間においては抗癌剤の研究開発費負担等から損失を計上する予定で

す。なお、先行投資期間においては、主に提携製薬会社からの収入が損益改善に寄与する可能性があります。

CBP501及びCBS9106については、現在アライアンス活動を積極的に進めております。その結果として新規提携パー

トナーが確保された場合には、契約一時金やマイルストーン、受取研究開発費等の収入を受取る可能性があり、当面

は開発の進捗状況及び当該アライアンス活動の状況が当社の損益に大きな影響を与えます。　

　

(5) 経営戦略の現状と見通し　  

当社は、CBP501及びCBS9106等の医薬品候補化合物の開発を進めて承認を取得し、当社が開発した抗癌剤の製品売

上高計上により利益を確保する計画ですが、その実現に向けて開発資金の確保や開発体制の強化のために製薬企業

との戦略提携の実現を目指しています。

CBP501に関しては現在、悪性胸膜中皮腫及び非小細胞肺癌を対象とする臨床第2相試験を進めておりますが、これ

と並行して、今後臨床第3相試験へ移行する場合等を考慮し、新規提携パートナーの確保に向けたアライアンス活動

を積極的に展開しております。

また、現在前臨床試験を進めているCBS9106に関しても、早期の臨床試験入りを見据えてアライアンス活動を行っ

ております。

　

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社は、研究開発型ベンチャーであり、将来は当社開発の抗癌剤の上市後に製品販売による収入を計上する計画

ですが、それまでの先行投資期間においては研究開発費の支出等から営業活動によるキャッシュ・フローはマイナ

スを計上する計画です。

先行投資期間における営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスについては、現在進めているアライアンス

活動で獲得する新規提携パートナーからの契約一時金やマイルストーン、受取研究開発費等の形で営業活動による

キャッシュ・フローの確保に努めるほか、必要に応じて適切な時期に資金調達等を実施し、財務活動によるキャッ

シュ・フローのプラスにより補填する方針です。

　　

　(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社の経営陣は、当社が行っている事業の環境について、入手可能な情報と経験に基づいた仮定により、経営判断

を行っております。医薬品市場においては、これまで医薬品市場の成長を牽引してきた日米欧三極の各国において

医療費抑制策が強化されており、新興国市場の拡大や後発品の普及等、今後は医薬品市場にも変化が生じることが

予想されております。こうした中で、臨床上の治療満足度の低い癌領域は、新薬開発のターゲットとして有望な領域

の一つとして考えられており、世界の製薬会社やバイオベンチャーが研究開発力の強化に取り組んでいます。当社

は、これまでに蓄積してきたG2チェックポイント領域の研究成果を生かし、世界の癌領域の市場のニーズに合致し

た抗癌剤を開発することを目指しております。

　

　(8) 継続企業の前提に関する重要事象等を改善するための対応策について

　当社は、「１　事業等のリスク」に記載した、継続企業の前提に関する重要事象等の存在する当該状況を解消すべ

く、CBP501臨床第2相試験の結果を踏まえた戦略提携の成立を最重要課題として収益の獲得に努めます。あわせて

CBS9106に関してもアライアンス活動を進めてまいります。 

　また、将来見込まれるCBP501臨床第3相試験にかかる準備的支出を抑制して当面の現金費消を低減するほか、その

他の定常的な経費につきましても削減努力を継続してまいります。さらに、「(6) 資本の財源及び資金の流動性に

ついての分析」に記載のとおり、必要に応じて資金調達等を実施することも検討してまいります。

　これらの対応策の実施に加え、財務面では、現在実施中のCBP501臨床第2相試験の患者登録が終了したことにより、

当該試験にかかる資金需要はピークを越えており、現在の事業見通しにおいて本書提出日から約1年を上回る期間

の支出予定に相当する597,408千円を当第１四半期会計期間末の現預金として有していることから、継続企業の前

提に関する重要な不確実性は認められないと判断しており、四半期財務諸表の注記には記載しておりません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,000,000

計 8,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 2,920,500 2,938,500
 東京証券取引所

マザーズ市場
（注）１,２

計 2,920,500 2,938,500 － －

　（注）１. 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

　　　　２．1単元の株式数は100株であります。

　　　　３．「提出日現在発行数」欄には、平成24年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。　

　

EDINET提出書類

株式会社キャンバス(E23487)

四半期報告書

 6/17



（２）【新株予約権等の状況】

　当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成24年８月10日　

新株予約権の数（個） 712

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 712,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 421

新株予約権の行使期間
平成24年８月27日から

平成26年８月26日まで　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 423.10

資本組入額　　 211.55　　

新株予約権の行使の条件

①本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権の

新株予約権者が保有することとなる当社株式数が、本新

株予約権の発行決議日時点における当社発行済株式総

数（2,910,500株）の10％（291,050株）を超えること

となる場合の、当該10％を超える部分に係る新株予約権

の行使はできない。

②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が

当該時点における授権株式数を超過することとなると

きは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

③各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要

する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会

社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割

会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、

又は株式移転完全子会社となる株式移転（以下「組織再編

行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効

力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、

それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承

継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移

転設立完全親会社（以下「再編当事会社」と総称する。）

は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者

に新たに新株予約権を交付するものとする。　

① 新たに交付される新株予約権の数

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織

再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後

の１個未満の端数は切り捨てる。

② 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

再編当事会社の同種の株式　
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③ 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算

定方法

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調

整後の１株未満の端数は切り上げる。

④ 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調

整後の１円未満の端数は切り上げる。

⑤ 新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該

新株予約権の行使により株式を発行する場合における

増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当

該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予

約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件

本新株予約権の条件に準じて、組織再編行為に際して決

定する。

⑥ 新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限

新たに交付される新株予約権の譲渡による取得につい

ては、再編当事会社の取締役会の承認を要する。　

　（注）１．新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1）株式の総数等　②　発行済株式」の内容と同一でありま

　　　　　　す。

２．当社は、下記の①～④に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる

可能性がある場合には、次に定める算式をもって行使価額を調整する。

　①　時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合

　②　普通株式について株式の分割をする場合

　③　時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る払込

金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

を発行又は付与する場合（調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約

権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとする。）　

　④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合　

　

　 　 　 　
既発行

株式数 ＋

交付

株式数
×
１株当たりの

払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 交付株式数

　

　当社は、①～④に掲げる事由以外にも、次に掲げる場合には、必要な行使価額の調整を行う。

　　・株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必 

要とする場合

    ・その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調 

整を必要とする場合

　　・行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出 

にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年７月１日～

平成24年９月30日　

（注）１

10,0002,920,5002,1153,112,9192,1153,099,769

（注）１　新株予約権の行使による増加であります。

２　平成24年10月１日から平成24年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が18,000株、資

本金及び資本準備金がそれぞれ3,807千円増加しております。

３　平成21年９月８日提出の有価証券届出書の訂正届出書に記載した「手取金の使途」について以下のとおり変更

が生じております。

公募増資及びこれに伴う第三者割当増資の手取概算額合計1,407,952千円については、CBP501の臨床第３相試

験費用に充当する予定であるとしておりましたが、武田薬品工業株式会社との提携解消（平成22年６月）等に

伴う資金計画変更により、当第１四半期会計期間において、CBP501の臨床第２相試験等の研究開発資金に一部

を充当しております。　

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができないことから、直前の基準日（平成24年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　　

①【発行済株式】

 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　　　300 －

権利内容に何ら制限のな

い当社における標準とな

る株式

完全議決権株式（その他） 普通株式　　2,909,300 29,093

権利内容に何ら制限のな

い当社における標準とな

る株式

単元未満株式 普通株式　　　　　900 　 － －

発行済株式総数 2,910,500 － －

総株主の議決権 － 29,093 －

　　

②【自己株式等】

 平成24年６月30日現在 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社キャンバス
静岡県沼津市大手町

２丁目２番１号　
300 － 300 0.01

計 － 300 － 300 0.01

　

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成24年７月１日から平成24年

９月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年７月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社には子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年６月30日)

当第１四半期会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 856,548 597,408

その他 39,998 14,822

流動資産合計 896,547 612,230

固定資産

有形固定資産 64,207 59,296

無形固定資産 2,604 2,125

投資その他の資産 121,880 119,595

敷金及び保証金 118,927 116,735

その他 2,952 2,859

固定資産合計 188,691 181,017

資産合計 1,085,239 793,247

負債の部

流動負債

未払金 182,741 105,498

未払法人税等 7,768 3,574

その他 2,049 2,027

流動負債合計 192,558 111,099

負債合計 192,558 111,099

純資産の部

株主資本

資本金 3,110,803 3,112,919

資本剰余金 3,097,653 3,099,769

利益剰余金 △5,330,864 △5,549,396

自己株式 △215 △215

株主資本合計 877,376 663,075

新株予約権 15,303 19,073

純資産合計 892,680 682,148

負債純資産合計 1,085,239 793,247
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成23年７月１日
　至　平成23年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成24年７月１日
　至　平成24年９月30日)

事業収益 － －

事業費用

研究開発費 282,594 162,753

販売費及び一般管理費 51,144 53,604

事業費用合計 333,739 216,357

営業損失（△） △333,739 △216,357

営業外収益

受取利息 535 81

その他 587 57

営業外収益合計 1,123 139

営業外費用

株式交付費 － 513

為替差損 23,479 1,488

営業外費用合計 23,479 2,001

経常損失（△） △356,095 △218,220

税引前四半期純損失（△） △356,095 △218,220

法人税、住民税及び事業税 312 312

法人税等合計 312 312

四半期純損失（△） △356,407 △218,532
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【会計方針の変更】

　該当事項はありません。 

 

【会計上の見積りの変更】

　該当事項はありません。 

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。 

　

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

　該当事項はありません。

　

（四半期損益計算書関係）

　該当事項はありません。

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費は、次のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成24年７月１日
至　平成24年９月30日）

減価償却費 9,693千円　 5,509千円　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成23年７月１日　至　平成23年９月30日） 

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

  

２．株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成24年７月１日　至　平成24年９月30日） 

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

  

２．株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。

　

（持分法損益等）

　該当事項はありません。 

　

EDINET提出書類

株式会社キャンバス(E23487)

四半期報告書

14/17



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、医薬品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成24年７月１日
至　平成24年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 122.46円 74.99円

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（千円） 356,407 218,532

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（千円） 356,407 218,532

普通株式の期中平均株式数（株） 2,910,198 2,913,914

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

－
第８回新株予約権（平成24年

８月10日取締役会決議）。

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金

額であるため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。　
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　 独立監査人の四半期レビュー報告書 　

 

　  　 平成24年11月７日

株式会社　キャンバス 　

　 取締役会　御中 　 　

 

　 有限責任監査法人　トーマツ 　

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 早稲田　宏　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鴫原　泰貴　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社キャンバ

スの平成24年７月１日から平成25年６月30日までの第14期事業年度の第１四半期会計期間（平成24年７月１日から平成

24年９月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年７月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半

期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社キャンバスの平成24年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。　
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